
身延町参考様式（Ａ４縦版）
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2

質 問 内 容

仕様書2(10)　「リモート監視システム」とありますが、日本光電工業株式会社が提供するＡＥＤリモート監視シス
テムを利用して1日1回のＡＥＤ自己診断結果の情報を弊社で受信し、消耗品の交換時期等を確認、異常がある場合は
お客様ご指定の連絡先に弊社コールセンターから電話連絡によりご報告させていただき、ＡＥＤの異常内容をお客様
にご確認頂く運用が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。また上記対応に加え、ＡＥＤの稼動状態（ＡＥＤ本
体の故障、パッドの使用期限、バッテリー残量）のレポート提出は必要でしょうか。必要な場合、レポートの提出の
タイミングを「毎月」「隔月」「年１回」からお教え頂けますでしょうか。なおレポートの提出は遠隔監視システム
をご利用の場合に限定したサービスでメールにて提出します。また設置場所の電波状況が悪い場合は、通信状況の改
善する場所を検討し、それでも 改善が難しい場合は、別途協議するとの認識でよろしいでしょうか。

仕様書7(2)　「既存機器7台を撤去」とありますが、産廃法の下取り行為として産業廃棄
物収集運搬業の許可なく引き取りが可能であると考えてよろしいでしょうか。またその
場合、無償での引き取りが必要となるため、廃棄費用は今回の提示金額に含まないと理
解してよろしいでしょうか。

本仕様書の条件を満たすものであれば差し支えありません。

産業廃棄物収集運搬に関しましては、お見込みのとおりです。下取り行為により、引き
取っていただいた事業者が排出事業者になると解釈できますので、下取りに処分費用が
含まれると考えています。
したがって、今回の提示金額には含まれません。

回 答 内 容
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身延町児童福祉施設用自動体外式
除細動器(AED)賃貸借 回答日 令和 7 年 12

月 9 日 （ 火 ）

回 答 書

第07-長物ｰ012号
質問日 令和 7 年 12

修正前の仕様書に対する質問です。

（仕様書修正日12月12日）

修正前の仕様書に対する回答です。

（仕様書修正日12月12日）
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4 差し支えありません。

質 問 内 容

仕様書8(2)(3)(4)　消耗品について「交換」とありますが、消耗品の定期交換は、使用
期限を迎える前に、QRコード読取で交換要領が分かる案内文書と新しい消耗品を弊社負
担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い
消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。ＡＥＤ使用時には、弊社コールセンター
へご連絡頂き、QRコード読取で交換要領が分かる案内文書と補充消耗品を弊社負担で設
置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品
を返送頂く運用でよろしいでしょうか。

仕様書8(5)　「メーカー直通のコールセンター」とありますが、365日24時間対応可能な
お客様からのご相談やお問合せに対応できる弊社のコールセンターがあればよろしいで
しょうか。
万一の際の代替機準備や交換品の出庫手配、必要に応じて弊社担当者の対応手配が可能
です。

回 答 内 容

差し支えありません。
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身延町児童福祉施設用自動体外式
除細動器(AED)賃貸借 回答日 令和 7 年 12

月 9 日 （ 火 ）

回 答 書

第07-長物ｰ012号
質問日 令和 7 年 12
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6 同等の動作確認の対応が可能であれば不要として差し支えありません。

質 問 内 容

仕様書9(1)、賃貸借約款第6条「動産総合保険」とありますが、添付文書の内容で動産総
合保険同等以上を保証しておりますので、加入は不要でよろしいでしょうか。

仕様書10(1)　「年1回程度機器の動作確認を行い」とありますが、平成21年4月16日厚生
労働省通知「自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について」で求められる
のは、①ステータスインジケーターのチェック、②パッドの使用期限チェック、③バッ
テリー残量のチェックであり、応札予定のAEDはセルフテストで十分に対応しており、異
常がある場合はリモート監視システムにより確認ができますので、人員による点検は不
要としてよろしいでしょうか。

回 答 内 容

お見込みのとおりです。

月 12 日 （ 金 ）
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号
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名

身延町児童福祉施設用自動体外式
除細動器(AED)賃貸借 回答日 令和 7 年 12

月 9 日 （ 火 ）

回 答 書

第07-長物ｰ012号
質問日 令和 7 年 12


